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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
物
価
高
騰

に
直
面
し
、真
に
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
々
へ
の
支
援
措
置
の
強
化
と
し
て
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
、
令
和
４
年

度
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
本
給
付
金
が
支
給
済
で
な
い
世
帯
に
対
し
て
１

世
帯
あ
た
り
10
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※�
既
に
令
和
３
年
度
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

を
受
給
さ
れ
た
世
帯
に
再
度
支
給
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
給
付
額　
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円

▼�

給
付
時
期　
確
認
書
ま
た
は
申
請
書
を
受
理

し
た
日
か
ら
２
週
間
を
目
安
に
給
付

▼�

給
付
対
象
と
な
る
世
帯

　
（
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
世
帯
）

①�

世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
「
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
」
の
世
帯
（
令
和
３
年
度
に
支
給

済
お
よ
び
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
未
申

請
の
世
帯
を
除
く
）

➡
利
根
町
か
ら
確
認
書
が
届
き
ま
す（
要
返
送
）

※ 

令
和
４
年
６
月
1
日
時
点
で
住
民
登
録
の
あ

る
世
帯
主
の
方
に
送
付（
７
月
15
日
発
送
済
）

◇�

世
帯
の
全
て
の
方
が
、
令
和
４
年
１
月
１
日

以
前
か
ら
利
根
町
に
お
住
ま
い
の
場
合

・ 

対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
７
月
に
給
付
内
容

や
確
認
事
項
が
書
か
れ
た
確
認
書
を
送
付
し

ま
し
た
。

・ 

中
身
を
確
認
し
て
、
利
根
町
に
返
信
し
て
く

だ
さ
い
。（
返
信
用
封
筒
は
同
封
）

◇�

世
帯
の
中
に
、
令
和
４
年
１
月
２
日
以
降
に

転
入
し
た
方
が
い
る
場
合

・ 

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。

・ 

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
添
付
書

類
と
一
緒
に
福
祉
課
に
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
令
和
３
年
度
に
支
給
対
象
だ
っ
た
方
は
、
令

和
４
年
度
分
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

令
和
３
年
度
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
９
月
30
日

㈮
ま
で
申
請
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

申
請
漏
れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②�
令
和
４
年
１
月
以
降
の
収
入
が
減
少
し
「
住

民
税
非
課
税
相
当
」
の
収
入
と
な
っ
た
世
帯

（
家
計
急
変
世
帯
）

➡
申
請
が
必
要
で
す
！

※ 

住
民
税
非
課
税
相
当
と
は
、
世
帯
全
員
の
年

収
見
込
額
（
令
和
４
年
１
月
以
降
の
任
意
の

１
カ
月
収
入
×
12
倍
）
が
市
町
村
民
税
均
等

割
非
課
税
水
準
以
下
で
あ
る
こ
と
。

▼
申
請
期
間　
８
月
８
日
㈪
～
９
月
30
日
㈮

・ 

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。

・ 

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
添
付
書

類
と
一
緒
に
福
祉
課
に
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※ 

住
民
税
非
課
税
と
な
る
年
収
の
目
安
（
利
根
町

の
場
合
）

・ 

単
身
の
場
合　
93
万
円
以
下

・ 

夫
婦
と
子
１
人
の
場
合

　
１
６
８
万
３
９
９
９
円
以
下

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
社
会
福
祉
係　

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
２・１
３
３
）

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費
等
の
物
価
高
騰
等

に
直
面
す
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
臨
時
特
別
的
な
給
付
金
を
給
付
し
ま
す
。　

▼
支
給
対
象
者

① 

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
方

② 

公
的
年
金
等
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
老

齢
年
金
、
労
災
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
を

受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
４
年
４

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

な
い
方

③ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準

に
な
っ
て
い
る
方

▼
支
給
額　
児
童
１
人
あ
た
り
一
律
５
万
円

▼
申
請
期
限　
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫
ま
で

▼
受
給
手
続

・ 

①
に
該
当
す
る
方
に
は
、
児
童
扶
養
手
当
を

支
給
し
て
い
る
口
座
に
６
月
17
日
に
振
り
込

み
ま
し
た
。

・
②
③
に
該
当
す
る
方
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

▼
支
給
対
象
者　
次
の
①
②
の
両
方
に 

当
て
は

ま
る
方
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受
け

取
っ
た
方
を
除
く)

① 
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満
の
児

童(
障
害
児
の
場
合
は
20
歳
未
満)

を
養
育

す
る
父
母
等

※
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児

等
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

② 

令
和
４
年
度
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の

方
、
ま
た
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
の

収
入
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収

国
の
給
付
金 

ひ
と
り
親
世
帯
分 

入
と
な
っ
た
方

▼
支
給
額　
児
童
１
人
あ
た
り
一
律
５
万
円

▼
申
請
期
限　
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫
ま
で

▼
受
給
手
続

・ 

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
住
民
税
非
課
税

の
方
は
、
申
請
は
不
要
で
す
。

※
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
口
座
に
７
月
８

日
㈮
に
振
り
込
み
ま
し
た
。

・ 

右
記
以
外
の
方
（
例
・
高
校
生
の
み
養
育
し

て
い
る
方
で
収
入
が
急
変
し
た
方
）
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。　

利
根
町
独
自
の
給
付
金 

◆
利
根
町
ひ
と
り
親
世
帯
生
活
支
援
給
付
金

　
国
で
実
施
す
る
「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）」
受
給
者
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

◆
利
根
町
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
国
で
実
施
す
る
「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）」
受
給
者
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

▼
支
給
額　
ど
ち
ら
の
給
付
金
も
対
象
児
童
１

人
に
つ
き
３
万
円（
１
回
限
り
） 

給
付
し
ま
す
。

申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
通
知
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・�

問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
こ
ど
も
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
４
４
）

※
詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
申
請
書
の
様
式
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分 

▲詳しくはコチラ

利根小学校
通　信　vol.2

問い合わせ先
利根町教育委員会学校教育課
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ジ
ャ
ー
ジ
・
体
操
服
に
つ
い
て
は
、
町
内
小
学
校
児
童
お

よ
び
未
就
学
の
お
子
様
が
い
る
ご
家
庭
、
小
学
校
教
職
員
を

対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー
、
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

利
根
町
役
場
で
展
示
会
を
開
催
し
、
多
く
の
方
に
ご
来
場
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
利
根
小
学
校
に
設
置
す
る
遊
具
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う
な
大
型
の
遊
具
を
設
置

す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
町
内
小
学
校
児
童
お
よ
び
教
職
員

を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
全
３
６
０
票
の
う
ち
１
５
５
票
と

最
も
多
か
っ
た
遊
具
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
遊
具
は
、
２
種
類
の
す
べ
り
台
や
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

ウ
ォ
ー
ル
な
ど
が
合
わ
さ
っ
た
複
合
遊
具
と
な
っ
て
い
ま

す
。
楽
し
く
遊
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
運
動
も

で
き
る
よ
う
な
遊
具
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

　
総
投
票
数
は
２
２
４
票
で
、
う
ち
60
票
と
左
の
ジ
ャ
ー
ジ

が
最
も
票
が
多
い
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
体
操
服
の

色
は
白
、
校
章
は
入
れ
た
も
の
が
良
い
と
い
う
結
果
に
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
ジ
ャ
ー
ジ
は
濃
紺
色
で
、
光
を
反
射
す
る
素
材
や
、

た
わ
し
で
こ
す
っ
て
も
ほ
つ
れ
に
く
い
丈
夫
な
素
材
と
な
っ

て
お
り
、
機
能
性
と
耐
久
性
に
優
れ
た
ジ
ャ
ー
ジ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
投
票
結
果
を
参
考
に
、
児
童
の
保
護
者
や
地
域
住
民

の
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
利
根
町
立
小
学
校
統
合
準
備
委
員

会
で
の
承
認
を
経
て
、
利
根
町
教
育
委
員
会
に
お
い
て
決
定

さ
れ
ま
し
た
。　

◀　
利
根
小
学
校
に
設
置
予
定
の
複
合
遊
具

▶　
利
根
小
学
校
の
ジ
ャ
ー
ジ
・
体
操
服

利
根
小
学
校
に
設
置
す
る
遊
具
は
？

利
根
小
学
校
の
ジ
ャ
ー
ジ
・
体
操
服
は
？

　
先
月
よ
り
「
利
根
町
立
利
根
小
学
校
」
に
関
す
る
情
報
を

発
信
し
て
い
る
利
根
小
学
校
通
信
で
す
。

　
第
２
回
目
と
な
る
今
月
号
で
は
、
利
根
小
学
校
に
新
た
に

設
置
す
る
遊
具
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ジ
・
体
操
服
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。　

利
根
小
学
校
通
信
第
２
号

8令和 4年 8月（No.701）9 令和 4年 8月（No.701）


